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情報システム開発等の委託に係る入札参加停止期間の変更

令和７年12月に、静岡県情報システム開発等の業務委託に係る入札参加等の停止基準第２条第４
号の規定に基づき、下記業者に対して入札参加停止措置を行った。県内で不正行為を行っていた
ため、第３条５号の規定に基づき、停止期間を変更する。

商項目号 大日コンサルタント株式会社
代表者氏名 代表取締役　市橋　政浩
本店所在地 岐阜県岐阜市薮田南３－１－２１

・入札参加停止期間変更の理由
上記業者は、特定地方公共団体が発注する東海旅客鉄道株式会社が管理する線路の跨線橋点
検業務において、独占禁止法第３条（不当な取引制限の禁止）の規定に違反する行為を行ってい
たとして、令和７年12月19日、公正取引委員会が排除措置命令及び課徴金納付命令を行った。こ
の特定地方公共団体に県内市町が含まれていたため、停止期間を延長する。なお、上記業者は、
課徴金の減免制度の適用を受けている。

・停止期間
　 変更前：令和７年12月25日から令和８年３月24日まで
　 変更後：令和７年12月25日から令和８年４月８日まで

（参考）
　静岡県情報システム開発等の業務委託に係る入札参加等の停止基準第２条第４号

措置要件 措置期間
業務に関し独占禁止法第３条又は第８条第１項第
１号に違反し、業務委託の契約の相手方として不
適当であると認められるとき。

６か月以上24か月以内

静岡県情報システム開発等の業務委託に係る入札参加等の停止基準第３条第４号
業者について情状酌量すべき特別の事由があるため、入札参加停止の期間の短期未満の期間を
定める必要があるときは、入札参加停止の期間を当該短期の２分の１まで短縮することができる。


